
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十
二
号

砂
防
法
施
行
規
程

第
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
ニ
於
テ
砂
防
法
第
二
条
ニ
依
リ

指
定
ス
ル
土
地
ハ
官
報
ヲ
以
テ
之
ヲ
告
示
ス
ヘ
シ

第
二
条
　
砂
防
法
第
三
条
ニ
依
リ
同
法
ニ
規
定
シ
タ
ル
事

項
ヲ
準
用
ス
ヘ
キ
施
設
物
ハ
都
道
府
県
知
事
ニ
於
テ
其

ノ
地
方
ノ
公
布
式
ヲ
以
テ
之
ヲ
告
示
ス
ヘ
シ
其
ノ
準
用

ス
ヘ
キ
事
項
ハ
都
道
府
県
ノ
条
例
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
但

シ
同
法
第
十
三
条
及
第
十
四
条
ニ
規
定
シ
タ
ル
事
項
ハ

之
ヲ
準
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
条
ノ
二
　
砂
防
法
第
三
条
ノ
二
ノ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム

ル
天
然
ノ
河
岸
ハ
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
ノ
河
川
以
外
ノ
河
川
ニ
係

ル
天
然
ノ
河
岸
ト
ス

第
二
条
ノ
三
　
砂
防
法
第
二
条
ニ
依
リ
国
土
交
通
大
臣
ノ

指
定
シ
タ
ル
土
地
ニ
存
ス
ル
前
条
ノ
天
然
ノ
河
岸
ニ
シ

テ
災
害
ニ
因
リ
治
水
上
砂
防
ノ
為
復
旧
ヲ
必
要
ト
ス
ル

モ
ノ
（
著
シ
キ
欠
壊
又
ハ
埋
没
ニ
係
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）

ニ
ハ
同
法
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
第
三
項
、
第
九

条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
二

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
並
第

四
十
三
条
ヲ
準
用
ス

第
三
条
　
砂
防
法
第
四
条
ニ
依
リ
禁
止
若
ハ
制
限
ス
ヘ
キ

行
為
ハ
同
条
第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
都
道
府
県
ノ
条

例
ヲ
以
テ
第
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
国
土
交
通
省
令
ヲ

以
テ
之
ヲ
定
ム

第
四
条
　
砂
防
法
第
六
条
第
一
項
ニ
依
リ
国
土
交
通
大
臣

ニ
於
テ
砂
防
設
備
ヲ
管
理
シ
又
ハ
其
ノ
維
持
ヲ
ナ
ス
場

合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
砂
防
設
備
ヲ
、
其
ノ
工
事
ヲ
施
行
ス

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
砂
防
設
備
工
事
ノ
施
行
区
域
及

起
工
年
度
ヲ
官
報
ヲ
以
テ
告
示
ス
ヘ
シ

②
　
前
項
ノ
工
事
ヲ
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
官
報
ヲ
以
テ
之

ヲ
告
示
ス
ヘ
シ

③
　
砂
防
法
第
六
条
第
二
項
ニ
依
リ
国
土
交
通
大
臣
ニ
於

テ
砂
防
設
備
ニ
因
リ
特
ニ
利
益
ヲ
受
ク
ル
公
共
団
体
ノ

行
政
庁
ニ
対
シ
其
ノ
工
事
ノ
施
行
若
ハ
其
ノ
維
持
ヲ
ナ

ス
コ
ト
ヲ
指
示
ス
ル
場
合
又
ハ
同
法
第
三
条
ノ
二
ニ
於

テ
準
用
ス
ル
同
法
第
六
条
第
一
項
ニ
依
リ
国
土
交
通
大

臣
ニ
於
テ
管
理
、
維
持
若
ハ
工
事
ヲ
行
フ
場
合
ニ
於
テ

モ
亦
前
二
項
ノ
例
ニ
依
ル

第
五
条
　
砂
防
法
第
十
三
条
第
一
項
ニ
依
リ
国
庫
ニ
於
テ

負
担
ス
ル
金
額
ハ
砂
防
工
事
ニ
要
ス
ル
費
用
ノ
額
（
同

法
第
十
六
条
ニ
依
ル
負
担
金
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
額
ヲ
控

除
シ
タ
ル
額
）
ニ
同
法
第
十
三
条
第
一
項
ニ
規
定
シ
タ

ル
負
担
割
合
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
額
ト
ス

第
六
条
　
砂
防
法
第
二
十
二
条
（
同
法
第
三
条
ノ
二
ニ
於

テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
ニ
依
リ
都
道
府
県
知
事
ニ

於
テ
土
石
、
砂
礫
、
芝
草
、
竹
木
及
運
搬
具
ノ
供
給
ヲ

ナ
サ
シ
メ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ
五
日
前
ニ
其
ノ

供
給
セ
シ
ム
ヘ
キ
物
件
ノ
種
類
、
数
量
及
補
償
金
額
等

ヲ
其
ノ
所
有
者
ニ
通
知
ス
ヘ
シ
若
シ
其
ノ
所
有
者
不
明

ナ
ル
ト
キ
又
ハ
其
ノ
所
在
不
明
ナ
ル
ト
キ
ハ
物
件
所
在

地
ノ
市
町
村
長
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

第
七
条
　
砂
防
法
第
二
十
三
条
ニ
依
リ
都
道
府
県
知
事
、

市
町
村
長
又
ハ
地
方
公
共
団
体
ノ
組
合
若
ハ
水
害
予
防

組
合
ノ
管
理
者
ニ
於
テ
国
土
交
通
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル

土
地
又
ハ
之
ニ
隣
接
ス
ル
土
地
ヲ
材
料
置
場
等
ニ
供
セ

ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ
五
日
前
ニ
又
之
ニ
現
在
ス

ル
障
害
物
ヲ
除
却
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ
十
五

日
前
ニ
其
ノ
場
所
若
ハ
障
害
物
ヲ
其
ノ
所
有
者
ニ
通
知

ス
ヘ
シ
若
シ
其
ノ
所
有
者
不
明
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
其
ノ
所

在
不
明
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
土
地
ノ
市
町
村
長
ニ
通
知
ス

ヘ
シ

第
八
条
　
行
政
庁
若
ハ
其
ノ
命
ヲ
受
ケ
タ
ル
私
人
ニ
於
テ

砂
防
工
事
ヲ
施
行
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ
七
日

前
ニ
之
ヲ
其
ノ
土
地
所
有
者
ニ
通
知
ス
ヘ
シ
若
シ
其
ノ

所
有
者
不
明
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
其
ノ
所
在
不
明
ナ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
土
地
ノ
市
町
村
長
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

第
八
条
ノ
二
　
砂
防
法
第
三
十
二
条
第
二
項
ニ
依
ル
都
道

府
県
知
事
ノ
指
示
ハ
同
法
又
ハ
之
ニ
基
キ
テ
発
ス
ル
命

令
ニ
依
リ
市
町
村
長
又
ハ
地
方
公
共
団
体
ノ
組
合
若
ハ

水
害
予
防
組
合
ノ
管
理
者
ニ
於
テ
執
行
ス
ル
砂
防
行
政

ニ
付
テ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

第
八
条
ノ
三
　
砂
防
法
第
十
三
条
第
一
項
ニ
依
リ
国
庫
ニ

於
テ
其
ノ
費
用
ノ
一
部
ヲ
負
担
ス
ル
砂
防
工
事
ノ
計
画

並
其
ノ
変
更
（
当
初
計
画
ノ
目
的
ヲ
変
更
セ
シ
ム
ル
ニ

至
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
、
停
止
及
廃
止
ハ
軽
易
ナ
ル

事
項
ト
シ
テ
国
土
交
通
大
臣
ノ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
国

土
交
通
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
八
条
ノ
四
　
此
ノ
命
令
ニ
規
定
シ
タ
ル
国
土
交
通
大
臣

ノ
職
権
ハ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
一

部
ヲ
地
方
整
備
局
長
又
ハ
北
海
道
開
発
局
長
ニ
委
任
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
条
ノ
五
　
此
ノ
命
令
ニ
依
リ
地
方
公
共
団
体
ガ
処
理

ス
ル
コ
ト
ト
サ
レ
テ
イ
ル
事
務
ノ
内
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ

ハ
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
条
第
九
項
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
第
一
号
法
定
受
託

事
務
ト
ス

一
　
第
二
条
及
第
六
条
乃
至
第
八
条
ニ
依
リ
都
道
府
県

ガ
処
理
ス
ル
コ
ト
ト
サ
レ
テ
イ
ル
事
務

二
　
第
七
条
及
第
八
条
ニ
依
リ
市
町
村
ガ
処
理
ス
ル
コ

ト
ト
サ
レ
テ
イ
ル
事
務

第
九
条
　
砂
防
ニ
関
ス
ル
費
用
ノ
予
算
ニ
シ
テ
砂
防
法
第

二
条
ニ
依
ル
土
地
ノ
指
定
前
ニ
確
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其

ノ
指
定
ノ
為
其
ノ
効
力
ヲ
失
ハ
ス

②
　
前
項
予
算
ニ
依
リ
執
行
ス
ヘ
キ
事
項
ハ
従
前
ノ
規
程

又
ハ
慣
習
ニ
依
リ
既
ニ
定
リ
タ
ル
執
行
者
ニ
於
テ
之
ヲ

行
フ

第
十
条
　
砂
防
法
ニ
基
キ
テ
発
ス
ル
命
令
ニ
依
リ
行
政
庁

ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
キ
事
項
ハ
従
来
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ

ノ
ト
雖
国
土
交
通
大
臣
又
ハ
都
道
府
県
知
事
ノ
定
ム
ル

所
ノ
期
限
内
ニ
於
テ
更
ニ
其
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
十
一
条
　
砂
防
法
第
四
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
読
替
テ

適
用
ス
ル
同
法
第
十
四
条
第
二
項
ノ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム

ル
砂
防
設
備
ニ
係
ル
工
事
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
　
機
能
ガ
低
下
シ
タ
ル
砂
防
設
備
ニ
シ
テ
之
ヲ
放
置

ス
ル
ト
キ
ハ
著
シ
キ
被
害
ヲ
生
ズ
ル
虞
ア
ル
モ
ノ
ニ

係
ル
其
ノ
機
能
ノ
回
復
ノ
為
ニ
施
行
ス
ル
工
事
ニ
シ

テ
之
ニ
要
ス
ル
費
用
ノ
額
ガ
千
万
円
以
上
ノ
モ
ノ

二
　
埋
塞
ノ
虞
ア
ル
砂
防
設
備
ニ
於
テ
ナ
ス
堆
積
シ
タ

ル
土
石
其
ノ
他
之
ニ
類
ス
ル
モ
ノ
ノ
排
除
ニ
シ
テ
国

土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ

第
十
二
条
　
砂
防
法
第
五
十
条
第
三
項
ノ
政
令
ヲ
以
テ
定

ム
ル
期
間
ハ
五
年
（
二
年
ノ
据
置
期
間
ヲ
含
ム
）
ト
ス

②
　
前
項
ノ
期
間
ハ
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の

売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
五
条
第
一
項
ニ
依
リ
準
用
ス
ル
補
助
金
等
に
係

る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
ニ
依
ル
貸
付

ノ
決
定
毎
ニ
其
ノ
貸
付
ノ
決
定
ニ
係
ル
砂
防
法
第
五
十

条
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ニ
依
ル
貸
付
金
ノ
交
付
ヲ
完
了

シ
タ
ル
日
（
其
ノ
日
ガ
其
ノ
貸
付
ノ
決
定
ア
リ
タ
ル
日

ノ
属
ス
ル
年
度
ノ
末
日
ノ
前
日
以
後
ノ
日
ナ
ル
ト
キ
ハ

其
ノ
年
度
ノ
末
日
ノ
前
前
日
）
ノ
翌
日
ヨ
リ
之
ヲ
起
算

ス
③
　
砂
防
法
第
五
十
条
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ニ
依
ル
貸
付

金
ノ
償
還
ハ
均
等
年
賦
償
還
ノ
方
法
ニ
依
リ
之
ヲ
ナ
ス

モ
ノ
ト
ス

④
　
国
庫
ハ
其
ノ
財
政
状
況
ヲ
勘
案
シ
相
当
ト
認
ム
ル
ト

キ
ハ
砂
防
法
第
五
十
条
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ニ
依
ル
貸

付
金
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ニ
付
キ
前
三
項
ニ
依
リ
定
マ
リ

タ
ル
償
還
期
限
ヲ
繰
上
ゲ
償
還
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ

得
⑤
　
砂
防
法
第
五
十
条
第
七
項
ノ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
場

合
ハ
前
項
ニ
依
リ
償
還
期
限
ヲ
繰
上
ゲ
償
還
ヲ
ナ
シ
タ

ル
場
合
ト
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
政
令
第
一
六

号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
三
一
日
政
令
第

三
三
四
号
）
　
抄

第
十
四
条
　
こ
の
政
令
は
、
建
設
院
設
置
法
施
行
の
日
か

ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
六
日
政
令
第
一

六
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
し
、

建
設
省
設
置
法
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十

日
）
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
八
月
二
二
日
政
令
第
三

〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令

に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
一
日

以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
関
し
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
二
月
一
一
日
政
令
第
一

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
一
四
日
政
令
第
二

二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
四
日
政
令
第
二
九

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
政
令
第

三
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
八
日
政
令
第
二
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
一
月
七
日
政
令
第
三

二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

1



附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
国
の
直
轄
事
業
に
係
る
都
道
府
県
等
の
維
持
管

理
負
担
金
の
廃
止
等
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
国
庫
債
務
負
担
行

為
が
次
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
負

担
、
平
成
二
十
一
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担

行
為
に
基
づ
き
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出

す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
」
と
あ
り
、
同
条
第

一
号
中
「
負
担
及
び
平
成
二
十
一
年
度
以
前
の
年
度
の

国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
二
十
二
年
度
に
支

出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
」
及
び
「
負
担
、

平
成
二
十
二
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平

成
二
十
三
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ

れ
る
国
の
負
担
」
と
あ
り
、
同
条
第
二
号
中
「
負
担
及

び
平
成
二
十
一
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行

為
に
基
づ
き
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す

べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
」
と
あ
り
、
並
び
に
同

条
第
三
号
中
「
負
担
及
び
平
成
二
十
二
年
度
以
前
の
年

度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
二
十
三
年
度

以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負

担
」
と
あ
る
の
は
、
「
負
担
」
と
す
る
。

一
　
一
般
国
道
の
新
設
、
改
築
及
び
災
害
復
旧
以
外
の

管
理
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
当
該
一
般
国
道
の
管

理
に
係
る
事
務
又
は
事
業
で
相
互
に
関
連
す
る
も
の

を
一
括
し
て
委
託
す
る
契
約

二
　
一
級
河
川
の
管
理
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
当
該

一
級
河
川
の
管
理
に
係
る
事
務
又
は
事
業
で
相
互
に

関
連
す
る
も
の
を
一
括
し
て
委
託
す
る
契
約
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